
（議決事項  ） 

第１２１８回経営委員会議案 

平成２６年７月２２日 

 

協会国際衛星放送に関わる手続きにおける 

経営委員会の議決を要しない軽微事項について 

 

今回の放送法改正により、手続きの簡素化という趣旨から、国際放

送及び協会国際衛星放送の開始、休止及び廃止について、経営委員会

が軽微と認めた事項については、経営委員会の議決の対象としないと

いう取り扱いが可能となった。 

ついては、改正放送法のうち、すでに施行されている、協会国際衛

星放送にかかわる手続きについて、以下を経営委員会の議決を要しな

い「軽微事項」として取り扱うことが適当と考えるので、定款第１３

条第１項第１号キの規定に基づき、経営委員会の議決を得たい。 

 

１．軽微事項として議決が不要という取り扱いが適当と考えられるもの 

（１）協会国際衛星放送の開始のうち、基幹衛星以外によるもの 

（理由） 

協会国際衛星放送に用いる衛星のうち、公衆に受信されることを目的とすることに加えて、他

の多くの衛星に信号を送る目的でも使用している衛星を、「基幹衛星」と呼んでいる。基幹衛星

は、ＮＨＫのテレビとラジオの国際放送のネットワーク上、重要な基幹的役割を担っている。 

他方、基幹衛星以外の衛星を「地域衛星」と呼んでいるが、これは、ネットワーク全体に影響

を及ぼすものではなく、数が多い上、ＮＨＫがチャンネルを獲得するためには、機を逃さず迅速

にビジネスベースでの契約交渉を行う必要があるため、業務執行上の判断で柔軟に対応でき

ることが望ましい。 

現在、協会国際衛星放送の開始は、すべて経営委員会の議決が必要となっているが、以上

のことから、協会国際衛星放送の開始のうち、機動的な対応を要する地域衛星に関わる手続き

は、経営委員会の議決が不要な軽微事項として取り扱うことが、国際放送の充実・強化に向け

た手続きの簡素化の趣旨に合致し、適当と考えられる。一方で、テレビ、ラジオの信号を世界

各地に伝達する上で重要な役割を担っている基幹衛星に関わる手続きは、引き続き経営委員

会の議決に係らしめることが適当であると考えられる。 

なお、開始に係る必要な行政手続きは、いずれも「届出」である。 

（参考資料２ 「協会国際衛星放送用の衛星」参照） 



 

（２）協会国際衛星放送の休止及び廃止のうち、総務大臣の認可を要

しないもの 

（理由） 

協会国際衛星放送の休止・廃止については、現在、原則として総務大臣の認可が必要である

が、２４時間未満の小規模な休止や、不可抗力によるものは、認可は不要（届出）となっている。 

現在、協会国際衛星放送の休止・廃止については、すべて経営委員会の議決が必要となって

いるが、行政手続きの簡素化に対応して、これら総務大臣の認可を要しない休廃止については、

経営委員会の議決が不要な軽微事項として取り扱うことが適当と考えられる。 

 

 

２．適用について 

本議案の経営委員会議決の日から適用。 

（定款変更の総務大臣認可がそれより遅い場合には認可の日） 

 

 

なお、今回の改正放送法のうち、国際放送（外国の放送局を用いて行わ

れるものに限る）の開始、休止、及び廃止についての制度改正部分と協会

国際衛星放送の休止・廃止について今後新たに省令で定められる制度改

正部分は、まだ施行されていない。（施行日は、別途、政令で定められる。）

これについても、経営委員会の議決が不要な軽微事項としての取り扱いが

可能となることから、施行を待って、改めて提案する。 

 


